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全国で緊急事態宣言が解除されたことを踏まえ、今後の新型コロナウ

イルス感染症対策に関する京都府の取組については、下記のとおり対応

する。 

記 

 
１  ｢ＷＩＴＨコロナ｣に対応した社会の構築 
  緊急事態宣言の解除は、新型コロナウイルス感染症の収束ではなく、
このウイルスとの闘いは長丁場を覚悟する必要がある。今後は、ウイ
ルスへの警戒を怠らないよう努めながら、社会経済の活動レベルを上
げていくことが重要である。 

  このため、｢ＰＯＳＴコロナ｣社会において京都産業が果たす役割を
見定め、産業分野にとどまらず、子育てや教育をはじめとした全ての
分野において「ＷＩＴＨコロナ」社会を乗り切る戦略の策定に着手す
る。 

  また、医療分野においては、感染拡大の兆しがみえた時点で、速や
かに新型コロナ受入態勢へ変更することを前提に、新型コロナ受入病
床の一部を柔軟に運用するとともに、受入病床の集約化や機能の明確
化、宿泊療養施設の確保、ＰＣＲ検査体制の一層の充実等、第２波に
備えた医療検査体制の充実を図る。 

   
２  ｢新しい生活様式｣の定着について 

府民や事業者に対し、｢三つの密｣の回避や｢人と人との距離の確保｣、
｢マスクの着用｣、｢手洗いなどの手指衛生｣をはじめとした基本的な感染
対策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着が図ら
れるよう周知する。 
また、スマートフォンによる接触確認アプリの導入等、ＩＣＴを活用

した感染拡大防止策の普及に取り組む。 
 

３ 外出等の行動について 
・５月３１日までの間においては、引き続き都道府県をまたぐ不要不急
の移動、これまでにクラスターが発生しているような施設への外出を
避けるよう促す。 

・６月１日から１８日までの間においては、北海道、埼玉県、千葉県、
東京都及び神奈川県との間の不要不急の移動については慎重に検討
するよう促す。 

 



・また、これまでにクラスターが発生しているような施設については、

適切な感染防止策が実施されるまでは、外出を避けるよう促す。 

 

４ 催物（イベント等）の開催について 

・６月１８日までの間においては、適切な感染防止策が実施されてい 

ることを前提に、 

・屋内であれば 100 人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加  

人数 

・屋外であれば 200 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保（で

きるだけ２ｍ） 

を目安として開催する。 

・６月１９日以降は、国の基本的対処方針等に示された目安（別紙）  

を踏まえ、段階的に規模要件（人数上限）を緩和する。 

 

５ 施設の使用について 

・５月３１日までの間においては、これまでにクラスターが発生した施

設等については、引き続き施設の使用制限等の協力を要請する。 

・６月１日以降は、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等が実践され

るなど、適切な感染防止策が実施されていることを前提に、全ての施

設の使用制限等の協力要請を解除するが、再度クラスターが発生した

場合は、施設の使用制限等の協力要請を検討する。 

・大学については、各大学と連携して作成した｢大学等の再開に向けた

ガイドライン｣を参考に、各大学において、感染拡大予防マニュアル

が作成され、適切な感染防止策が実施されることを前提に５月２８日

から施設の使用制限の協力要請を解除する。 

 

６ 職場への出勤等 

・引き続き事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤等、人

との接触を低減する取組を働きかける。 

・職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラ

イン等の実践をはじめとして、感染拡大防止のための取組が適切に行

われるよう働きかける。 

 

７ 第２波への備え 

  感染状況や医療提供体制を常時モニタリングする指標による注意喚

起基準と行動自粛の再要請基準を定めており、数値の推移を公表する。 

  外出の自粛、催物の開催制限、施設の使用制限等の再要請について

は、隣接府県等の感染状況等も見ながら、総合的に判断し、段階的に

協力を要請する。 



イベント開催制限の段階的緩和の目安（その１）

時期 収容率 人数上限

【移行期間】

ステップ①
５月２５日～

屋内 50％以内 100人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

200人

ステップ②
６月１９日～
＊ステップ①から約３週間後

屋内 50％以内 1000人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

1000人

ステップ③
７月１０日～
＊ステップ②から約３週間後

屋内 50％以内 5000人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

5000人

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日を目途
＊ステップ③から約３週間後

屋内 50％以内 上限なし

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

上限なし

〇「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、
基本的な感染防止策の徹底・継続。イベント主催者や出演者は「業種別ガイドライン」等に基づく行動、参
加者の連絡先把握、接触確認アプリの周知、イベント前後の感染対策（行動管理含む）の呼びかけ。
〇 感染拡大の兆候やイベント等でのクラスターの発生があった場合、イベントの無観客化や延期、中止等
も含めて、国と連携しながら、都道府県知事が速やかに協力を要請。その際、専門家によるクラスターの発
生原因やそれへの有効な対策等に関する分析を出来る限り活用（業種別ガイドラインの改定にも活用）。緊
急事態宣言が出た場合、対策を強化。
〇 今後、感染状況等に変化がみられる場合、段階的解除の目安の変更や必要な対策等を通知。

＜基本的な考え方＞

(注) 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）。

【別紙】



イベント開催制限の段階的緩和の目安（その２）

時期 コンサート等 展示会等 プロスポーツ等
（全国的移動を伴うもの）

お祭り・野外フェス等

【移行期間】

ステップ①
５月２５日～

〇
【100人又は50％(注)

（屋外200人）】
＊密閉空間で大声を発する
もの、人との間隔を十分確
保できないもの等は慎重な
対応、管楽器にも注意

〇
【100人又は50％】
＊入場制限等により、人と
の間隔を十分確保できない
もの等は慎重な対応

×

全国的・広域的 地域の行事

△
【100人又は50％
（屋外200人）】
＊特定の地域からの来
場を見込み、人数を管
理できるものは可

ステップ②
６月１９日～
＊ステップ①から約
３週間後

〇
【1000人又は50％】
＊密閉空間で大声を発するもの、
人との間隔を十分確保できない
もの等は慎重な対応、管楽器に
も注意

〇
【1000人又は50％】
＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応

〇
【無観客】(ネット中継等)

＊無観客でも感染対策徹底、主
催者による試合中・前後におけ
る選手等の行動管理

×

ステップ③
７月１０日～
＊ステップ②から約
３週間後

〇
【5000人又は50％】
＊密閉空間で大声を発するもの
等は、厳格なガイドラインによ
る対応
＊GoToキャンペーンによる支援
（７月下旬～）

〇
【5000人又は50％】
＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応
＊GoToキャンペーンによる支援
（７月下旬～）

〇
【5000人又は50%】
＊感染対策徹底、主催者による
試合中・前後における選手・観
客等の行動管理
＊GoToキャンペーンによる支援
（７月下旬～）

〇
＊特定の地域からの来
場を見込み、人数を管
理できるものは可

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日
を目途
＊ステップ③から約
３週間後

〇
【50％】

＊密閉空間で大声を発するもの
等は、厳格なガイドラインによ
る対応
＊GoToキャンペーンによる支援

〇
【50％】

＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応
＊GoToキャンペーンによる支援

〇
【50％】

＊感染対策徹底、主催者による
試合中・前後における選手・観
客等の行動管理
＊GoToキャンペーンによる支援

△
【十分な間隔】
（できれば２ｍ）
＊感染状況を踏まえ
て、判断。

＜具体的な当てはめ＞

(注)どちらか小さい方を限度。他の場合も同様。

〇イベント主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の注意。イベント参加者は、自身が感染対策を徹底していても、
感染リスクはあることに留意。また、発熱等の症状がある者はイベントに参加しない（無症状で感染させる可能性も）。



外出自粛の段階的緩和の目安

〇「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、基本
的な感染防止策の徹底・継続。
〇 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、外出自粛の強化等を含めて、国と連携しな
がら、都道府県知事が速やかに協力を要請。その際、専門家によるクラスターの発生原因やそれへの有効な対策等
に関する分析を出来る限り活用（業種別ガイドラインの改定にも活用）。緊急事態宣言が出た場合、対策を強化。

時期 外出自粛

県をまたぐ移動等 観光

【移行期間】

ステップ⓪
５月２５日～

△
＊不要不急の県をまたぐ移動は避ける（これまでと同じ）。

△
＊観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保ステップ①

６月１日～
〇

＊一部首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）、北海道との間の
不要不急の県をまたぐ移動は慎重に。

ステップ②
６月１９日～
＊ステップ①から約３週間後 △
ステップ③
７月１０日～
＊ステップ②から約３週間後

〇
＊観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に、
人との間隔は確保
＊GoToキャンペーンによる支援（7月下旬～）

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日を目途
＊ステップ③から約３週間後

〇
＊GoToキャンペーンによる支援



クラスター発生施設等に係る外出自粛や休業要請等の段階的緩和の目安

〇 「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、基本的
な感染防止策の徹底・継続。施設管理者等は「業種別ガイドライン」等に基づく行動、施設利用者等の連絡先把握や
接触確認アプリの周知。
〇 持続化補助金の中で、施設の感染防止の取組を支援。
〇 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、施設の使用制限等を含めて、国と連携しながら、
都道府県知事が速やかに協力を要請。その際、専門家によるクラスターの発生原因やそれへの有効な対策等に関する
分析を出来る限り活用（業種別ガイドラインの改定にも活用）。緊急事態宣言が出た場合、対策を強化。

時期 クラスター発生施設等への外出自粛・休業要請等

接待を伴う飲食業、ライブハウス等 カラオケ、スポーツジム等（注）

【移行期間】
ステップ⓪

５月２５日～ ×～△
＊知事の判断。
＊業界や専門家等による更なる感染防止策等の検討。

×～△
＊知事の判断。
＊業種別ガイドラインの作成。

ステップ①

６月１日～

ステップ②

６月１９日～
＊ステップ①から約３週間後

〇
＊人数管理・感染防止策を徹底し、厳密なガイドライン
等を遵守。知事の判断。

ステップ③

７月１０日～
＊ステップ②から約３週間後

〇
＊感染防止策を徹底し、厳密なガイドライン等を遵守。
知事の判断。

＊クラスターが発生した場合等には休業要請等を検討。

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日を目途
＊ステップ③から約３週間後

＊クラスターが発生した場合等には休業要請等を検討。

（注）バーやその他屋内運動施設等も含まれる。




